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関西電力株式会社大飯発電所第４号機の工事計画の届出についての確認結果 

 

（電気事業法に基づく届出の概要） 

１．届出者及び届出年月日等 

   届出者：関西電力株式会社 取締役社長   

岩根 茂樹 

   届出年月日等： 

平成２９年６月２６日（関原発第１１４号） 

平成２９年７月１８日（関原発第１４８号）一部補正 

 

２．発電所の名称及び位置 

名称：大飯発電所 

位置：福井県大飯郡おおい町大島 

 

３．発電所の出力及び周波数 

出 力：   ４，４１０，０００ｋＷ 

 第１号機： １，１７５，０００ｋＷ 

第２号機： １，１７５，０００ｋＷ 

第３号機： １，１８０，０００ｋＷ 

第４号機： １，１８０，０００ｋＷ（今回届出分） 

周波数：６０Ｈｚ  

 

４．届出範囲 

（一）原子力設備 

２ 原子炉冷却系統設備 

１１ 原子炉格納容器内の一次冷却材の漏えいを監視する装置 

６ 廃棄設備 

２ 気体、液体又は固体廃棄物処理設備（１号機設備、１・２号機共用） 

（２） ポンプ 

（４） 容器 

（８） ろ過装置 

（１０） 主配管 

（１２） 排風機 

（１４） 減容・固化設備 

（１５） 排気口 

 

５．工事の種類・内容 

種類：発電設備の設置の工事以外の変更の工事 

内容：原子炉冷却系統設備及び廃棄設備の改造 

 

６．届出理由 

平成２４年６月の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の改正

並びに関連規則の改正を踏まえ、重大事故等に対処するために必要な設備の工事に

伴い変更する。  
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（審査の概要） 

 

１．審査意見 

電気事業法第４８条第３項の規定の適用については、原子力規制委員会で確認す

べき同項第１号に掲げる要件（同法第４７条第３項第１号に掲げる要件（同法第３

９条第２項第１号に掲げる事項に係る部分であって原子炉等規制法第４３条の３

の１４の技術上の基準に該当する部分に限る。））に対して、電気事業法第１１２

条の３第１項の規定により、適合しているものとみなされる。 

なお、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の９

第１項の認可の申請をした年月日を記載した書類については、平成２９年８月１５

日付け関原発第１８１号により一部補正されているが、当該補正が本届出に係るも

のではないことを確認した。 

 


